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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略一定量の液体を上部に空間を残して収容可能な検出用容器と、前記検出用容器に収容
する液体中で気泡を吹き出し可能なノズルと、前記ノズルに吹き出し用の加圧気体を供給
可能な加圧気体供給装置とを設けるとともに、
　前記検出用容器の上部に連通する連通路に、揮発性成分を検出可能なセンサの検知部を
臨ませて、前記検出用容器の液体から揮発した揮発性成分を前記連通路に導入して前記セ
ンサで検出可能に設けてある揮発性溶解物の検出装置であって、
　前記液体を収容可能な液体容器と、
　前記液体容器の液体を前記検出用容器に供給可能な供給機構と、
　前記検出用容器にオーバーフロー管を連通接続して前記略一定量を越える液体を前記検
出用容器から前記オーバーフロー管を通して容器外部にオーバーフローさせるオーバーフ
ロー機構とを設けてあり、
　前記液体容器から前記検出用容器への液体供給路と前記検出用容器から容器外部への液
体排出路とを前記検出用容器の下端部に択一的に連通接続可能な弁機構と、前記連通路を
開閉自在な弁と、前記オーバーフロー管を開閉自在な弁とを設けて、
　前記検出用容器に供給した液体の容器外部への排出時に、前記液体排出路を検出用容器
の下端部に連通接続するとともに、前記連通路と前記オーバーフロー管とを閉じて、前記
ノズルに加圧気体を供給可能に構成してある揮発性溶解物の検出装置。
【請求項２】
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　前記供給機構を構成するに、
　前記液体容器に加圧気体を供給可能に、前記加圧気体供給装置を設け、
　前記加圧気体供給装置から前記液体容器に加圧気体を供給することにより、その液体容
器の液体を前記検出用容器に供給可能に構成してある請求項１記載の揮発性溶解物の検出
装置。
【請求項３】
　参照用液体から揮発した参照用揮発性成分の前記センサによる検出結果と、被検液体か
ら揮発した被検揮発性成分の前記センサによる検出結果とを比較して、前記被検液体中の
揮発性溶解物を検出可能に構成してある請求項１又は２記載の揮発性溶解物の検出装置。
【請求項４】
　前記検出用容器を、参照用液体の略一定量と被検液体の略一定量とを択一的に収容可能
に設けてある請求項３記載の揮発性溶解物の検出装置。
【請求項５】
　前記参照用液体を収容可能な参照用液体容器と、前記被検液体を収容可能な被検液体容
器とを各別に設け、
　前記供給機構を、前記参照用液体容器の参照用液体と、前記被検液体容器の被検液体と
を、前記検出用容器に択一的に供給可能に設けてある請求項４記載の揮発性溶解物の検出
装置。
【請求項６】
　略一定量の液体を上部に空間を残して収容可能な検出用容器と、前記検出用容器に収容
する液体中で気泡を吹き出し可能なノズルと、前記ノズルに吹き出し用の加圧気体を供給
可能な加圧気体供給装置とを使用し、
　前記検出用容器の上部に連通する連通路に、揮発性成分を検出可能なセンサの検知部を
臨ませて、前記検出用容器の液体から揮発した揮発性成分を前記連通路に導入して前記セ
ンサで検出する揮発性溶解物の検出方法であって、
　前記液体を収容可能な液体容器と、前記液体容器の液体を前記検出用容器に供給可能な
供給機構と、
　前記液体容器から前記検出用容器への液体供給路と前記検出用容器から容器外部への液
体排出路とを前記検出用容器の下端部に択一的に連通接続可能な弁機構とを使用して、
　前記液体供給路を前記検出用容器の下端部に連通接続して前記液体容器に収容した液体
を前記供給機構で前記検出用容器に供給し、前記検出用容器に供給した液体が略一定量を
越えると、その略一定量を越える液体を前記検出用容器に連通接続してあるオーバーフロ
ー管を通して容器外部にオーバーフローさせ、
　前記検出用容器に供給した液体の容器外部への排出時に、前記液体排出路を前記検出用
容器の下端部に連通接続するとともに、前記連通路と前記オーバーフロー管とを閉じて、
前記ノズルに加圧気体を供給する揮発性溶解物の検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、略一定量の液体を上部に空間を残して収容可能な検出用容器と、前記検出用
容器に収容する液体中で気泡を吹き出し可能なノズルと、前記ノズルに吹き出し用の加圧
気体を供給可能な加圧気体供給装置とを使用し、前記検出用容器の上部に連通する連通路
に、揮発性成分を検出可能なセンサの検知部を臨ませて、前記検出用容器の液体から揮発
した揮発性成分を前記連通路に導入して前記センサで検出可能に設けてある揮発性溶解物
の検出装置と検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばミネラルウォーターは、特定水源より採水された地下水等の原水を独特の濾過、
沈殿および加熱殺菌処理等、各種工程を経て製品化される。ここで原水が微生物や化学物
質で汚染されていたり、原水の運搬容器や貯蔵容器、ボトリングの際のパイプライン等が
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微生物や化学物質で汚染されていたり、ボトリングの際のパイプライン等に他品種製品等
や洗浄薬剤が残っていたりすると製品に異臭が付いてしまう場合がある。
　また、ジュース等の清涼飲料製品の場合も同じく水が主原料であるため、同様の原因で
製品に異臭が付いてしまう場合がある。
　汚染の原因物質によっては百万分の一以下の微量な混入であっても異臭として感じるた
め、ミネラルウォーターや清涼飲料の原水や工程からの異臭、着香物質等の混入防止、監
視、管理は重要である。また下水道処理施設や各種工場からの廃水中に異臭物質が残存し
ている場合は地域住民に多大な迷惑、健康問題が生じるため、排水中の異臭物質管理も重
要である。
　このため、従来から人の嗅覚による官能評価試験が異臭、着香検出手段として行われて
いる。しかし食品工場や下水道処理施設や各種工場では、その雰囲気中にかなりの量の臭
い成分が充満している場合が多く、各現場での官能評価試験は雰囲気のマスキング作用に
より正確性に欠ける場合が多く、また評価者の体調によっては評価結果にばらつきが生じ
たり等、客観性に欠ける評価試験方法とも言える。
　一方機器を用いた評価試験方法としてはガスクロマトグラフ装置やガスクロマトグラフ
・マススペクトル装置が頻繁に用いられる。これら装置は大部分の化合物の場合一成分あ
たり0.1ng のサンプル量があれば検出できる非常に高感度な装置であるが、精密で高価な
装置であり、操作に専門知識を必要とするため、工場や処理施設の工程中に設置して簡単
な操作で使用できる装置ではない。また測定する試料の前処理から結果判定までかなりの
時間と労力を要するため、すぐに結果が必要とされる場合や部署での使用にはむかない。
　一方自然大気中の揮発性成分を検出するためのセンサとしては金属酸化物半導体方式ガ
スセンサ、熱線方式ガスセンサ、固体電解質方式ガスセンサ、赤外線方式ガスセンサ等が
知られている。これらガスセンサは小型、低価格で取扱いも比較的簡単であるが、雰囲気
の温度変動、湿度変動、混在する雑ガス等の影響を受けるため、センサ単独では上記のよ
うな雰囲気中に含まれる微量な揮発性有機化合物検出には使用できない。しかし、例えば
もっとも高感度にガス種を検出できる金属酸化物半導体方式ガスセンサは温度、湿度、雑
ガス等の変動要因の影響を排除した雰囲気条件下ではppb（十億分の一）レベルの揮発性
成分を検出することができる。
　そこで、小型、低価格で、揮発性成分を検出するための取扱いも比較的簡単なガスセン
サを使用して、雰囲気中にかなりの量の臭い成分が充満している工場や処理施設の工程中
に設置しても簡単な操作で、原水などの液体中に含まれる揮発性溶解物を積極的に揮発さ
せて検出できるように、略一定量の液体を上部に空間を残して収容可能な検出用容器と、
検出用容器に収容する液体中で気泡を吹き出し可能なノズルと、ノズルに吹き出し用の加
圧気体を供給可能な加圧気体供給装置とを設けるとともに、検出用容器の上部に連通する
連通路に、揮発性成分を検出可能なセンサの検知部を臨ませて、検出用容器の液体から揮
発した揮発性成分を連通路に導入してセンサで検出可能に設けてある揮発性溶解物の検出
装置が従来から提案されているが、この従来の検出装置では、揮発性成分を一定条件下で
精度良く検出することができるように、予め計量した略一定量の液体を検出用容器に入れ
て、その略一定量の液体から揮発した揮発性成分をセンサで検出するように構成している
（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－８３７０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、工場や処理施設などの液体を取り扱う現場においては、特に熟練を要す
ることなく、必要に応じて、揮発性成分を簡便に検出したい要望があるところ、上記従来
の検出装置では、予め計量した略一定量の液体を検出用容器に入れて検出するので、検出
担当者によっては、検出用容器に入れる液体の量が多かったり少なかったりして、揮発性
成分を一定条件下で精度良く検出することができないおそれがある。
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　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、特に熟練を要することなく、必要に
応じて、揮発性成分を一定条件下で簡便に、かつ、精度良く検出できるようにすることを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１特徴構成は、略一定量の液体を上部に空間を残して収容可能な検出用容器
と、前記検出用容器に収容する液体中で気泡を吹き出し可能なノズルと、前記ノズルに吹
き出し用の加圧気体を供給可能な加圧気体供給装置とを設けるとともに、前記検出用容器
の上部に連通する連通路に、揮発性成分を検出可能なセンサの検知部を臨ませて、前記検
出用容器の液体から揮発した揮発性成分を前記連通路に導入して前記センサで検出可能に
設けてある揮発性溶解物の検出装置であって、
　前記液体を収容可能な液体容器と、前記液体容器の液体を前記検出用容器に供給可能な
供給機構と、前記検出用容器にオーバーフロー管を連通接続して前記略一定量を越える液
体を前記検出用容器から前記オーバーフロー管を通して容器外部にオーバーフローさせる
オーバーフロー機構とを設けてあり、前記液体容器から前記検出用容器への液体供給路と
前記検出用容器から容器外部への液体排出路とを前記検出用容器の下端部に択一的に連通
接続可能な弁機構と、前記連通路を開閉自在な弁と、前記オーバーフロー管を開閉自在な
弁とを設けて、前記検出用容器に供給した液体の容器外部への排出時に、前記液体排出路
を検出用容器の下端部に連通接続するとともに、前記連通路と前記オーバーフロー管とを
閉じて、前記ノズルに加圧気体を供給可能に構成してある点にある。
【０００６】
〔作用及び効果〕
　液体を収容可能な液体容器を設けるとともに、液体容器の液体を検出用容器に供給可能
な供給機構と、検出用容器にオーバーフロー管を連通接続して略一定量を越える液体を検
出用容器からオーバーフロー管を通して容器外部にオーバーフローさせるオーバーフロー
機構とを設けてあるので、液体容器の液体を供給機構によって検出用容器に供給し、その
液体が略一定量を越えて検出用容器に供給されると、その略一定量を越える液体が検出用
容器からオーバーフロー管を通して容器外部にオーバーフローして、検出用容器には、略
一定量の液体を収容できる。
　従って、予め計量することなく、略一定量の液体を検出用容器に入れることができ、特
に熟練を要することなく、必要に応じて、揮発性成分を一定条件下で簡便に、かつ、精度
良く検出できる。
【０００７】
【０００８】
〔作用及び効果〕
　検出用容器にオーバーフロー管を連通接続してオーバーフロー機構を構成してあるので
、略一定量を越える液体を、検出用容器からオーバーフロー管を通して、容器外部にオー
バーフローさせることができる。
　また、オーバーフロー管に開閉自在な弁を設けてあるので、略一定量の液体が検出用容
器に入った後は、容器外部の雰囲気がオーバーフロー管を通して検出用容器に入り込まな
いように、オーバーフロー管を閉じておくことができ、揮発性成分を一層精度良く検出す
ることができる。
【０００９】
【００１０】
〔作用及び効果〕
　液体容器から検出用容器への液体供給路と、検出用容器から容器外部への液体排出路と
を、検出用容器の下端部に択一的に連通接続可能な弁機構を設けてあるので、液体容器か
ら検出用容器に液体を供給するときは、液体供給路を検出用容器の下端部に連通接続して
供給することができ、また、検出用容器の液体を容器外部に排出するときは、液体排出路
を検出用容器の下端部に連通接続して排出することができ、検出用容器に対する液体の供
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給と排出とを簡便に行うことができる。
　また、蒸留水やイオン交換水などの純水の液体容器から検出用容器への液体供給路と、
検出用容器から容器外部への液体排出路とを、検出用容器の下端部に択一的に連通接続可
能な弁機構を設けてある場合は、純水を検出用容器に供給した後、その水を排出すること
によって、検出用容器を簡便に洗浄することもできる。
【００１１】
　本発明の第２特徴構成は、前記供給機構を構成するに、前記液体容器に加圧気体を供給
可能に、前記加圧気体供給装置を設け、前記加圧気体供給装置から前記液体容器に加圧気
体を供給することにより、その液体容器の液体を前記検出用容器に供給可能に構成してあ
る点にある。
【００１２】
〔作用及び効果〕
　供給機構を構成するに、検出用容器の液体中で気泡を吹き出し可能なノズルに吹き出し
用の加圧気体を供給可能に設けてある加圧気体供給装置を活用して、その加圧気体供給装
置を液体容器に加圧気体を供給可能に設け、その加圧気体供給装置から液体容器に加圧気
体を供給することにより、その液体容器の液体を検出用容器に供給可能に構成してあるの
で、供給機構の構造の簡略化を図ることができる。
【００１３】
　本発明の第３特徴構成は、参照用液体から揮発した参照用揮発性成分の前記センサによ
る検出結果と、被検液体から揮発した被検揮発性成分の前記センサによる検出結果とを比
較して、前記被検液体中の揮発性溶解物を検出可能に構成してある点にある。
【００１４】
〔作用及び効果〕
　参照用液体から揮発した参照用揮発性成分のセンサによる検出結果と、被検液体から揮
発した被検揮発性成分のセンサによる検出結果とを比較して、被検液体中の揮発性溶解物
を検出可能に構成してあるので、参照用液体中に溶解している揮発性溶解物以外の揮発性
溶解物が、被検液体中に溶解していることや、参照用液体中に溶解している揮発性溶解物
と同じ揮発性溶解物が被検液体中に溶解していても、その量が参照用液体中に比べて多い
ことなどを、定性的に簡便に検出できる。
【００１５】
　本発明の第４特徴構成は、前記検出用容器を、参照用液体の略一定量と被検液体の略一
定量とを択一的に収容可能に設けてある点にある。
【００１６】
〔作用及び効果〕
　検出用容器を、参照用液体の略一定量と被検液体の略一定量とを択一的に収容可能に設
けてあるので、参照用液体も被検液体も、略同じ一定量で検出用容器に収容できると共に
、構造の簡略化も図ることができる。
【００１７】
　本発明の第５特徴構成は、前記参照用液体を収容可能な参照用液体容器と、前記被検液
体を収容可能な被検液体容器とを各別に設け、前記供給機構を、前記参照用液体容器の参
照用液体と、前記被検液体容器の被検液体とを、前記検出用容器に択一的に供給可能に設
けてある点にある。
【００１８】
〔作用及び効果〕
　参照用液体を収容可能な参照用液体容器と、被検液体を収容可能な被検液体容器とを各
別に設け、供給機構を、参照用液体容器の参照用液体と、被検液体容器の被検液体とを、
検出用容器に択一的に供給可能に設けてあるので、参照用液体容器に参照用液体を収容し
ておき、被検液体容器に被検液体を収容しておけば、検出担当者による操作を特に必要と
することなく、参照用液体も被検液体も、略同じ一定量で検出用容器に収容できる。
【００１９】
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　本発明の第６特徴構成は、略一定量の液体を上部に空間を残して収容可能な検出用容器
と、前記検出用容器に収容する液体中で気泡を吹き出し可能なノズルと、前記ノズルに吹
き出し用の加圧気体を供給可能な加圧気体供給装置とを使用し、前記検出用容器の上部に
連通する連通路に、揮発性成分を検出可能なセンサの検知部を臨ませて、前記検出用容器
の液体から揮発した揮発性成分を前記連通路に導入して前記センサで検出する揮発性溶解
物の検出方法であって、前記液体を収容可能な液体容器と、前記液体容器の液体を前記検
出用容器に供給可能な供給機構と、前記液体容器から前記検出用容器への液体供給路と前
記検出用容器から容器外部への液体排出路とを前記検出用容器の下端部に択一的に連通接
続可能な弁機構とを使用して、前記液体供給路を前記検出用容器の下端部に連通接続して
前記液体容器に収容した液体を前記供給機構で前記検出用容器に供給し、前記検出用容器
に供給した液体が略一定量を越えると、その略一定量を越える液体を前記検出用容器に連
通接続してあるオーバーフロー管を通して容器外部にオーバーフローさせ、前記検出用容
器に供給した液体の容器外部への排出時に、前記液体排出路を前記検出用容器の下端部に
連通接続するとともに、前記連通路と前記オーバーフロー管とを閉じて、前記ノズルに加
圧気体を供給する点にある。
【００２０】
〔作用及び効果〕
　液体を収容可能な液体容器と、液体容器の液体を検出用容器に供給可能な供給機構と、
液体容器から検出用容器への液体供給路と前記検出用容器から容器外部への液体排出路と
を検出用容器の下端部に択一的に連通接続可能な弁機構とを使用して、液体供給路を検出
用容器の下端部に連通接続して液体容器に収容した液体を供給機構で検出用容器に供給し
、検出用容器に供給した液体が略一定量を越えると、その略一定量を越える液体を検出用
容器に連通接続してあるオーバーフロー管を通して容器外部にオーバーフローさせるので
、供給機構による検出用容器への液体の供給量が略一定量を越えても、検出用容器には、
略一定量の液体を収容できる。
　従って、予め計量することなく、略一定量の液体を検出用容器に入れることができ、特
に熟練を要することなく、必要に応じて、揮発性成分を一定条件下で簡便に、かつ、精度
良く検出できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１～図１２は、本発明による揮発性溶解物の検出装置を示し、蒸留水などの参照用液
体Ａの略一定量、又は、揮発性溶解物を検出するべき被検液体Ｂの略一定量を、上部に空
間Ｃを残して択一的に収容可能な一つの検出用容器１と、参照用液体Ａを収容可能な参照
用液体容器２と、被検液体Ｂを収容可能な被検液体容器３とを密閉可能に設けるとともに
、参照用液体容器２の参照用液体Ａと被検液体容器３の被検液体Ｂとを検出用容器１に択
一的に供給可能な供給機構Ｄと、略一定量を越える参照用液体Ａ又は被検液体Ｂを検出用
容器１から容器外部にオーバーフローさせるオーバーフロー機構Ｅとを設け、検出用容器
１には、検出用容器１に収容してある参照用液体Ａ中又は被検液体Ｂ中で気泡を吹き出し
可能なバブリング用の多孔質ガラス球などからなるノズル４を設けてある。
【００２２】
　そして、検出用容器１の上部に連通する上部連通管路５に、揮発性成分を検出可能なガ
スセンサＳの検知部を臨ませるとともに、ガスセンサＳの作動を制御するセンサ制御部６
と、ガスセンサＳによる検出データを処理して検出結果を表示するデータ処理部７とを設
けて、検出用容器１の参照用液体Ａや被検液体Ｂから揮発した揮発性成分を上部連通管路
５に導入してガスセンサＳで検出し、参照用液体Ａから揮発した参照用揮発性成分のガス
センサＳによる検出結果と、被検液体Ｂから揮発した被検揮発性成分のガスセンサＳによ
る検出結果とを比較して、被検液体Ｂ中の揮発性溶解物を検出可能に構成してある。
【００２３】
　前記上部連通管路５は、その途中に第１三方弁Ｖ１を設けて、検知部を臨ませてある第
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１連通管路５ａを検出用容器１側の第２連通管路５ｂに連通させる状態と、第２連通管路
５ｂを閉じて第１連通管路５ａを容器外部に連通させる、或いは、第２連通管路５ｂを閉
じて第１連通管路５ａと容器外部との連通も遮断する状態とに切り換え自在に構成してあ
る。
【００２４】
　前記オーバーフロー機構Ｅは、検出用容器１にオーバーフロー管８を連通接続して、略
一定量を越える参照用液体Ａ又は被検液体Ｂを、オーバーフロー管８を通して、検出用容
器１から容器外部にオーバーフローさせるように構成し、オーバーフロー管８と容器外部
に連通する第１ドレン排出管路Ｆ１とを第２三方弁Ｖ２を介して接続して、第１ドレン排
出管路Ｆ１をオーバーフロー管８に連通接続する状態と、オーバーフロー管８を閉じて第
１ドレン排出管路Ｆ１を容器外部に連通接続する状態とに切り換え自在に設けてある。
【００２５】
　前記供給機構Ｄは、参照用液体容器２から検出用容器１への参照用液体供給管路Ｇ１と
、被検液体容器３から検出用容器１への被検液体供給管路Ｇ２と、容器外部に連通する第
２ドレン排出管路（液体排出路）Ｆ２とを、検出用容器１の下端部に連通する下部連通管
路９に択一的に連通接続可能な液体用弁機構Ｈを設けるとともに、参照用液体供給管路Ｇ
１の始端部を参照用液体容器２の底面近くに入り込ませ、被検液体供給管路Ｇ２の始端部
を被検液体容器３の底面近くに入り込ませて、液体用弁機構Ｈの弁切り換え操作で、加圧
空気（加圧気体の一例）で加圧してある参照用液体容器２の参照用液体Ａと、加圧空気で
加圧してある被検液体容器３の被検液体Ｂとを、下部連通管路９を通して検出用容器１に
択一的に押出供給可能に構成すると共に、検出用容器１の液体を第２ドレン排出管管路Ｆ
２を通して容器外部へ排出可能に構成してある。
【００２６】
　前記液体用弁機構Ｈは、参照用液体供給管路Ｇ１と被検液体供給管路Ｇ２とを第１中間
供給管路Ｊ１に択一的に接続する第３三方弁Ｖ３と、第１中間供給管路Ｊ１と第２ドレン
排出管路Ｆ２とを第２中間供給管路Ｊ２に択一的に接続する第４三方弁Ｖ４と、検出用容
器１の下部連通管路９と容器外部に連通する第３ドレン排出管路Ｆ３とを第２中間供給管
路Ｊ２に択一的に接続する第５三方弁Ｖ５とを設けて構成してある。
【００２７】
　また、フィルターなどを通過した清浄空気をコンプレッサーなどで加圧圧縮して空気タ
ンク１０に貯留しておいて、その空気タンク１０の加圧空気をノズル４や各液体容器２，
３に供給する為の加圧空気供給機構Ｋを備えた加圧空気供給装置Ｌを設けて、吹き出し用
の加圧空気（加圧気体の一例）をノズル４に供給したり、加圧空気を参照用液体容器２や
被検液体容器３に供給できるように構成してある。
【００２８】
　前記加圧空気供給機構Ｋは、空気タンク１０に接続してある空気供給管Ｍをノズル４に
加圧空気を供給する第１空気供給管Ｍ１と、参照用液体容器２と被検液体容器３とに加圧
空気を供給する第２空気供給管Ｍ２とに分岐して、第１，第２空気供給管Ｍ１，Ｍ２の各
々に、ニードル弁１１と流量計１２とを上流側から順に接続するとともに、ノズル４に接
続してあるノズル側空気管１３と第１空気供給管Ｍ１とを第６三方弁Ｖ６を介して接続し
て、第１空気供給管Ｍ１をノズル側空気管１３に連通接続する状態と、ノズル側空気管１
３を閉じて第１空気供給管Ｍ１からの加圧空気の流入を遮断し、かつ、第１空気供給管Ｍ
１と容器外部との連通も遮断する状態とに切り換え自在に設けるとともに、参照用液体容
器２の上部空間と被検液体容器３の上部空間とに分岐接続してある容器側空気管１４と第
２空気供給管Ｍ２とを第７三方弁Ｖ７を介して接続して、容器側空気管１４を第２空気供
給管Ｍ２に連通接続する状態と、第２空気供給管Ｍ２を閉じて容器側空気管１４を容器外
部に連通接続する状態とに切り換え自在に設けてある。
　尚、第１，第２空気供給管Ｍ１，Ｍ２の各々に、下流側から順にニードル弁１１と流量
計１２とを接続しても良い。
【００２９】
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　前記ガスセンサＳは金属酸化物半導体方式ガスセンサで構成してあり、その検知部（セ
ンシング素子）は、酸化錫(SnO2)などの金属酸化物半導体を主成分として略球状に形成さ
れた所謂焼結体型の感ガス体を有しており、この感ガス体中にコイル状の白金よりなるヒ
ータ兼用電極を埋設するとともに、ヒータ兼用電極のコイルの中心を貫通するようにして
貴金属線からなる抵抗検出用電極を感ガス体中に埋設して形成され、センサ制御部６は、
センシング素子のヒータ兼用電極の加熱を制御し、データ処理部７は、感ガス体の抵抗変
化から揮発性成分を検出するように構成してある。
【００３０】
　前記感ガス体は、主成分の酸化錫に対してパラジューム(Pd)を1.5wt％担持して形成し
たもので、塩化錫(SnCl2)の水溶液をアンモニア(NH3)で加水分解して錫酸ゾルを得て、こ
の得た錫酸ゾルを風乾後に空気中において例えば500℃で一時間焼成し、パラジュームの
王水溶液を含浸させ、例えば500℃で空気中において一時間焼成し、パラジュームを担持
させた。パラジュームを担持させた酸化錫に骨材として例えば1000メッシュのアルミナを
等量混合し、更にテルピネオールを加えてペースト状にした後、ヒータ兼用電極及び抵抗
検出用電極に塗布し、例えば500℃で空気中において一時間焼成することにより形成して
ある。
【００３１】
　尚、検出用容器１や参照用液体容器２，被検液体容器３、並びに、オーバーフロー管８
や各種管路５，９，Ｆ１～Ｆ３，Ｇ１，Ｇ２，Ｊ１，Ｊ２、各種空気管１３，１４、空気
供給管Ｍ，Ｍ１，Ｍ２などは、検出しようとする揮発性成分が吸着されない材質、例えば
ガラスやテフロン樹脂で形成してある。
【００３２】
　以下に、上記検出装置の操作方法を説明する。
　参照用液体容器２には純水などの参照用液体Ａを入れておき、被検液体容器３には被検
液体Ｂを入れておき、図１に示すように、オーバーフロー管８と第１ドレン排出管路Ｆ１
とが連通し、参照用液体容器２と空の検出用容器１とが、参照用液体供給管路Ｇ１と第１
中間供給管路Ｊ１と第２中間供給管路Ｊ２と下部連通管路９とを介して連通し、第１連通
管路５ａと第２連通管路５ｂとの連通が遮断され、第１空気供給管Ｍ１とノズル側空気管
１３との連通が遮断され、第２空気供給管Ｍ２と容器側空気管１４との連通が遮断される
ように、第１～第７三方弁Ｖ１～Ｖ７を切り換える。
【００３３】
　次に、図２に示すように、容器側空気管１４が第２空気供給管Ｍ２に連通するように第
７三方弁Ｖ７を切り換えて参照用液体容器２に加圧空気を供給し、参照用液体Ａを検出用
容器１に供給して、余剰の参照用液体Ａをオーバーフロー管８からオーバーフローさせ、
略一定量の参照用液体Ａを上部に空間Ｃを残して検出用容器１に収容する。
【００３４】
　次に、図３に示すように、第２中間供給管路Ｊ２が第２ドレン排出管路Ｆ２と第３ドレ
ン排出管路Ｆ３とに連通するように第４，第５三方弁Ｖ４，Ｖ５を切り換えて、参照用液
体容器２と検出用容器１との連通を遮断するとともに、容器側空気管１４が容器外部に連
通するように第７三方弁Ｖ７を切り換えて、参照用液体容器２への加圧空気の供給を停止
し、バブリング時における検出用容器１中の参照用液体Ａの液量を略一定化できるように
、ノズル側空気管１３が第１空気供給管Ｍ１に連通するように第６三方弁Ｖ６を切り換え
て、検出用容器１中の参照用液体Ａがオーバーフロー管８から溢れ出るように気泡を生じ
させる。
【００３５】
　次に、図４に示すように、オーバーフロー管８と第１ドレン排出管路Ｆ１との連通を遮
断して、オーバーフロー管８が閉じられるように第２三方弁Ｖ２を切り換え、第１連通管
路５ａと第２連通管路５ｂとが連通するように第１三方弁Ｖ１を切り換えて、ノズル４に
よるバブリングで参照用液体Ａから揮発した参照用揮発性成分を上部連通管路５に導入し
、ガスセンサＳで検出した参照用揮発性成分の検出データをデータ処理部７で処理して、
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その検出結果をメモリなどに記憶させておくと共に液晶モニタなどに表示する。
【００３６】
　次に、図５に示すように、第１連通管路５ａと第２連通管路５ｂとの連通が遮断される
ように第１三方弁Ｖ１を切り換えて、第２連通管路５ｂを遮断し、下部連通管路９が第２
中間供給管路Ｊ２に連通するように第５三方弁Ｖ５を切り換えて、検出用容器１中の参照
用液体Ａを第２ドレン排出管路Ｆ２を通して容器外部に排出する。
【００３７】
　次に、図６に示すように、オーバーフロー管８と第１ドレン排出管路Ｆ１とが連通する
ように第２三方弁Ｖ２を切り換え、被検液体容器３と空の検出用容器１とが、被検液体供
給管路Ｇ２と第１中間供給管路Ｊ１と第２中間供給管路Ｊ２と下部連通管路９とを介して
連通するように第３，第４三方弁Ｖ３，Ｖ４を切り換え、ノズル側空気管１３と第１空気
供給管Ｍ１との連通が遮断されるように第６三方弁Ｖ６を切り換え、容器側空気管１４が
第２空気供給管Ｍ２に連通するように第７三方弁Ｖ７を切り換えて、被検液体容器３に加
圧空気を供給し、被検液体Ｂを検出用容器１に供給して、余剰の被検液体Ｂをオーバーフ
ロー管８からオーバーフローさせ、略一定量の被検液体Ｂを検出用容器１に収容する。
【００３８】
　次に、図７に示すように、第２中間供給管路Ｊ２が第２ドレン排出管路Ｆ２と第３ドレ
ン排出管路Ｆ３とに連通するように第４，第５三方弁Ｖ４，Ｖ５を切り換えて、被検液体
容器３と検出用容器１との連通を遮断するとともに、容器側空気管１４が容器外部に連通
するように第７三方弁Ｖ７を切り換えて、被検液体容器３への加圧空気の供給を停止し、
バブリング時における検出用容器１中の被検液体Ｂの液量を略一定化できるように、ノズ
ル側空気管１３が第１空気供給管Ｍ１に連通するように第６三方弁Ｖ６を切り換えて、検
出用容器１中の被検液体Ｂがオーバーフロー管８から溢れ出るように気泡を生じさせる。
【００３９】
　次に、図８に示すように、参照用液体容器２と第３ドレン排出管路Ｆ３とが連通するよ
うに第３，第４三方弁Ｖ３，Ｖ４を切り換え、容器側空気管１４が第２空気供給管Ｍ２に
連通するように第７三方弁Ｖ７を切り換えて、参照用液体容器２に加圧空気を供給し、参
照用液体Ａを第１中間供給管路Ｊ１と第２中間供給管路Ｊ２とに通して、第３ドレン排出
管路Ｆ３から排出することで、第１中間供給管路Ｊ１と第２中間供給管路Ｊ２を洗浄して
、残存していた被検液体Ｂを排出する。
【００４０】
　次に、図９に示すように、第２中間供給管路Ｊ２が第２ドレン排出管路Ｆ２と第３ドレ
ン排出管路Ｆ３とに連通するように第４三方弁Ｖ４を切り換えて、参照用液体容器２と第
３ドレン排出管路Ｆ３との連通を遮断するとともに、容器側空気管１４が容器外部に連通
するように第７三方弁Ｖ７を切り換えて、参照用液体容器２への加圧空気の供給を停止し
、オーバーフロー管８と第１ドレン排出管路Ｆ１との連通を遮断して、オーバーフロー管
８が閉じられるように第２三方弁Ｖ２を切り換え、第１連通管路５ａと第２連通管路５ｂ
とが連通するように第１三方弁Ｖ１を切り換えて、ノズル４によるバブリングで被検液体
Ｂから揮発した被検揮発性成分を上部連通路５に導入し、ガスセンサＳで検出した被検揮
発性成分の検出データをデータ処理部７で処理して、その検出結果をメモリなどに記憶さ
せておくと共に液晶モニタなどに表示する。
【００４１】
　次に、図１０に示すように、第１連通管路５ａと第２連通管路５ｂとの連通が遮断され
るように第１三方弁Ｖ１を切り換えて、第２連通管路５ｂを遮断し、下部連通管路９が第
２中間供給管路Ｊ２に連通するように第５三方弁Ｖ５を切り換えて、検出用容器１中の被
検液体Ｂを第２ドレン排出管路Ｆ２を通して容器外部に排出する。
【００４２】
　次に、図１１に示すように、オーバーフロー管８と第１ドレン排出管路Ｆ１とが連通す
るように第２三方弁Ｖ２を切り換え、参照用液体容器２と空の検出用容器１とが、参照用
液体供給管路Ｇ１と第１中間供給管路Ｊ１と第２中間供給管路Ｊ２と下部連通管路９とを
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介して連通するように第４三方弁Ｖ４を切り換えて、参照用液体容器２に加圧空気を供給
し、参照用液体Ａを検出用容器１に供給して、図１２に示すように、オーバーフロー管８
と第１ドレン排出管路Ｆ１との連通を遮断するように第２三方弁Ｖ２を切り換え、下部連
通管路９が第２ドレン排出管路Ｆ２に連通するように第４三方弁Ｖ４を切り換えて、検出
用容器１中の参照用液体Ａを第２ドレン排出管路Ｆ２を通して容器外部に排出する動作を
複数回（２～３回）繰り返して検出用容器１内を洗浄する。
【００４３】
　次に、図１～図４に示した手順で、参照用液体Ａについて、再度、参照用揮発性成分を
ガスセンサＳで検出し、その検出データをデータ処理部７で処理して、その検出結果をメ
モリなどに記憶させておくと共に液晶モニタなどに表示する。
【００４４】
　そして、データ処理部７において、被検揮発性成分の検出データと、その被検揮発性成
分の検出の前後に検出した参照用揮発性成分の検出データとを比較して、被検液体Ｂ中に
溶解している揮発性溶解物の有無や溶解量を算出し、その有無や溶解量を液晶モニタなど
に表示する。
【００４５】
〔その他の実施形態〕
１．本発明による揮発性溶解物の検出装置は、ミネラルウォーターや清涼飲料などの原水
中の微量で異臭や着香の原因となりうる揮発性有機化合物の他、下水道処理施設や各種工
場からの廃水中の揮発性有機化合物を検出するために使用するものであっても良い。
２．本発明による揮発性溶解物の検出装置は、センサとして、熱線方式ガスセンサや固体
電解質方式ガスセンサ，赤外線方式ガスセンサ等を使用するものであっても良い。
３．本発明による揮発性溶解物の検出装置は、略一定量を越える液体を検出用容器の上部
開口から供給して容器外部にオーバーフローさせるオーバーフロー機構を設けてあっても
良い。
４．本発明による揮発性溶解物の検出装置は、参照用液体を収容する液体容器と、その液
体容器の参照用液体のみを収容する検出用容器との組み合わせと、被検液体を収容する液
体容器と、その液体容器の被検液体のみを収容する検出用容器との組み合わせとを設けて
あっても良い。
５．本発明による揮発性溶解物の検出装置は、単一の液体容器と、その単一の液体容器の
液体のみを検出用容器に供給可能な供給機構とを設けてあっても良い。
　この場合は、参照用揮発性成分の検出結果と被検揮発性成分の検出結果とを比較するた
めに、液体容器を参照用液体と被検液体とを択一的に収容可能に設けたり、液体容器に参
照用液体を収容してある検出装置と、液体容器に被検液体を収容してある検出装置との２
基の検出装置を使用して、被検液体中の揮発性溶解物を検出することができる。
６．本発明による揮発性溶解物の検出装置は、実施形態で示した第１～第７三方弁Ｖ１～
Ｖ７を手動操作で切り換えるように構成してあっても良いが、実施形態で示した供給機構
Ｄとオーバーフロー機構Ｅと加圧空気供給機構Ｋとが連係して作動するように、第１～第
７三方弁Ｖ１～Ｖ７の切り換え動作を制御する制御装置を設けてあっても良い。
７．本発明による揮発性溶解物の検出装置は、参照用液体容器に、参照用液体として、純
水や活性炭などの臭気成分の吸着材によって吸着処理を施した被検液体を用いても良い。
　尚、吸着処理を施した被検液体を参照用液体として用いる場合は、被検液体を吸着材と
ともに参照用液体容器に収容して用いても良いし、活性炭などに通して吸着処理を施した
後の被検液体を参照用液体容器に収容して用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図２】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図３】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図４】揮発性溶解物の検出装置の概略図



(11) JP 4194982 B2 2008.12.10

10

20

【図５】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図６】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図７】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図８】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図９】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図１０】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図１１】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【図１２】揮発性溶解物の検出装置の概略図
【符号の説明】
【００４７】
　１　　検出用容器
　２　　参照用液体容器
　３　　被検液体容器
　４　　ノズル
　５　　連通路
　８　　オーバーフロー管
　Ａ　　参照用液体
　Ｂ　　被検液体
　Ｃ　　空間
　Ｄ　　供給機構
　Ｅ　　オーバーフロー機構
　Ｆ２　液体排出管路
　Ｇ１　液体供給管路
　Ｇ２　液体供給管路
　Ｈ　　弁機構
　Ｌ　　加圧気体供給装置
　Ｓ　　センサ
　Ｖ１　連通路を開閉自在な弁
　Ｖ２　オーバーフロー管を開閉自在な弁
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